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○インバウンド事業者向け緊急対策支援策について 

 コロナウイルス感染拡大による各国の行動制限等を受け、３月の訪日外国人が 93%減となる

などインバウンドについても多大な影響を受けており、まだ終息時期が見通せない状況が続いて

おります。こうした状況を踏まえ、経済産業省は中小企業、個人事業主に対して、以下のような

各種の緊急対策支援策を打ち出しております。（各種支援・行政の取り組みについては、内閣官房

の特設ページ(https://corona.go.jp/action/)をご参照下さい。） 
  

Ⅰ．経済産業省による緊急対策支援策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  出所(経済産業省 HP URL: https://www.meti.go.jp/covid-19/leaflet/index.html)  
 
 

 他にも、飲食店経営者、旅客運輸業経営者などに向けたリーフレットが上記リンク先にござい

ますので活用ご検討ください。 

 

 

  

https://corona.go.jp/action/
https://www.meti.go.jp/covid-19/leaflet/index.html
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○インバウンド事業者向け各種補助金について 

 一方で、コロナウイルスを巡る事態が沈静化した後には、時間がかかるかもしれませんが、イ

ンバウンド需要が回復してくるものと見込まれます。 

  観光庁は、感染拡大防止期間を将来の観光需要回復に向けた積極的な「助走期間」と位置づけ、

各種のインバウンド受入環境整備を支援するとしており、複数の補助金事業を発表していますの

で、以下ご紹介いたします。 

Ⅱ．観光庁の補助金事業① 受入環境の整備（Wi-Fi の整備、案内表示の多言語化等） 
 

  宿泊施設基本的ストレスフリー環境整備事業（訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金）  

公 募 期 間 令和２年３月 31 日(火)～６月 30 日(火)必着（到着分から随時審査） 

補助対象事業 共用部における①～⑦の基本的なインバウンド受入環境整備 

ただし、①～③を完備する客室整備を行う場合、客室における整備も対象 
 
 ① Wi-Fi 環境の整備  ⑤ 自社サイト多言語化 

 ② トイレの洋式化  ⑥ ムスリム受入強化マニュアル作成 

 ③ 多言語対応を図るための整備   
 ④ 決済端末の整備 

⑦ その他訪日外国人がストレスフリ
ーで快適に宿泊できる環境を整備
するために必要な整備 

  
 

補 助 率 １/３補助（１宿泊事業者当たり上限 150 万円） 

対 象 事 業 者  旅館業法の営業許可を得た宿泊事業者（旅館・ホテルなど）であること  
 宿泊事業者（５者以上）による宿泊事業者団体が「訪日外国人宿泊者受入

体制拡充計画」の策定・申請を行う。ただし、一定の条件※を満たす場合

は１者のみで上記計画を策定・申請できる。  
    ※一定の条件:特定宿泊事業者に該当すること(ＤＭＯまたは地方公共団体と連携して地域の訪日

外国人の宿泊者数を向上させるための具体的な取組を行っている宿泊事業者) 

申 請 方 法 以下 URL より、「公募要領・応募申請の手引き」にて詳細をご確認いただき、

訪日外国人宿泊者受入体制拡充計画認定申請書等の申請資料を作成します。

ＵＲＬ：http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000453.html 
  
 申請例  

パターン１ 取りまとめ役となる宿泊事業者団体（観光協会、温泉組合など）  

がある場合 

 

 
 
 

パターン２ 取りまとめ役となる宿泊事業者団体がない場合 

 

 

 

 

申 請 先 

問い合わせ先 

観光庁観光産業課(宿泊施設インバウンド対応支援事業事務局) 

東京都千代田区霞が関 2-1-2 03-5253-8330 

受付時間 10:00～12:00・13:00～17:00 月～金曜日(祝日・年末年始除く) 
  

観光協会・温泉組合など 

Ａ旅館 

 

Ｂホテル Ｃホテル 

 

Ｄ旅館 

 

Ｅ民宿 

 

👈 取りまとめを行う 

👈 取りまとめを行う 協議会を設立 

Ａ旅館 

 

Ｂホテル Ｃホテル 

 

Ｄ旅館 

 

Ｅ民宿 

 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000453.html
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  Ⅱ．観光庁の補助金事業② 観光地「まちあるき」の満足度向上（観光案内所などの整備） 
 

  地方での消費拡大に向けたインバウンド対応支援事業（訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金） 

公 募 期 間 令和２年３月 31 日(火)～７月 31 日(金) 17 時必着（到着分から随時審査） 

補助対象事業  ①  外国人観光案内所 

 ②  観光拠点情報・交流施設 

 ③  公衆トイレの洋式便器の整備および機能向上 

 ④  観光スポットの段差の解消 

 利用可能な市区町村の定めがある点にご留意ください。     
     上記①～③：平成 31 年度の指定市区町村※以外の市区町村 

    上 記 ④：平成 31 年度の指定市区町村の代表的な観光スポット 
 

       ※指定市区町村 

         インバウンドの来訪が特に多いまたはその見込みがあるとして観光庁が指定 

              する市区町村 URL：https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001338947.pdf 

補 助 率 補助対象経費の１/３以内 

対 象 事 業 者 地方公共団体、民間事業者および協議会など 

申 請 方 法 以下サイトに掲載している「交付要綱」および「実施要領」、「応募要領」を参

照し、必要書類を準備します。 

ＵＲＬ：https://www.mlit.go.jp/kankocho/page08_000121.html 

申 請 先 

問 合 せ 先 

最寄りの地方運輸局等。連絡先詳細については、上記「応募要領」に記載の連

絡先をご参考ください。 

  

Ⅱ．観光庁の補助金事業③ 宿泊施設のバリアフリー化 
 

  宿泊施設バリアフリー化促進事業（訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金） 

公 募 期 間 令和２年３月 31 日(火)～６月 30 日(火)必着（到着分から随時審査） 

補 助 区 分 

【支援業務例】 

 

 

 

 

 

 

補助率および

上 限 額 等 

定額補助 

(必要経費の実額補助) 

① 上限額 100 万円 
  

②・③ １/２補助（上限額 500 万円） 

（どちらかのみ、または両方を実施のいずれも可） 

対 象 事 業 者 旅館業法の営業許可を得た宿泊事業者（旅館・ホテルなど） 

申 請 方 法 以下ＵＲＬより「公募要領・申請の手引き」にて詳細をご確認いただき、 

宿泊施設バリアフリー化促進事業計画などの申請資料を作成します。 

ＵＲＬ:http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000451.html 

 

   
出所：観光庁 HP より 

 

 出所：観光庁 HP より 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001338947.pdf
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page08_000121.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000451.html
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申 請 先 

問い合わせ先 

※緊急事態宣言期間中 

  観光庁観光産業課 東京都千代田区霞が関 2-1-2 03-5253-8330 
 
※上記以外の期間 

  公益社団法人 日本観光振興協会 総合調査研究所  

  東京都港区虎ノ門 3-1-1 虎の門三丁目ビルディング 6 階 03-6435-8910 

  受付時間   10:00～16:00（月～金曜日（祝日を除く）） 

 
  

  

   本レポートは、標記時点における情報提供を目的としています。したがって投資等についてはご自身の判断によってください。 
   また、本レポート掲載資料は、信金中央金庫が信頼できると考える各種データにもとづき作成していますが、信金中央金庫が正確性 
   および完全性を保証するものではありません。 
   なお、記述されている予測または執筆者の見解は、予告なしに変更することがありますのでご注意ください。 
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